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1 学校の統廃合

(1)

① 設置者による学校の廃止及び廃止に伴う複数学校の統合

② 学級減を含む募集停止を伴うもの

2 学校の統廃合による合同チーム編成

(1)

※統廃合完了前の2年間に在籍する全ての学年の生徒が対象

(2)統廃合の予定があっても合同チームを編成せず、単独チームで参加することもできる。

(3)選手が単独チームと合同チームの両方から大会に参加することはできない。

3 編成条件

(1)原則、以下の編成を認める。

(2)大会参加資格を満たすチーム及び選手で編成されていること。
※栃木県高等学校体育連盟バレーボール専門部並びに(公財)日本バレーボール協会に加盟したチーム

※(公財)日本バレーボール協会に登録した選手

4 シードの取り扱い

(1)

統廃合の予定があっても合同チームを編成せず、単独チームで出場することもでき
る。これについては学校毎ではなく、部活動毎に取り扱うものとする。

学校の統廃合に伴う合同チームの大会参加について

　本専門部では全国高体連の考え方に基づき、学校の統廃合に伴う合同チームの大会参加を以下1～4
のとおり定める。

｢複数校合同チームによる大会への参加についての考え方｣

2．学校の統廃合(設置者による学校の廃止及び廃止に伴う複数の学校の統合で、募集
 停止［学級減を含む］を伴うものをいう、以下同じ)に伴う複数校合同チームの大会
 参加について

学校の統廃合は行政を含む設置者の都合によるものであるので、当該校に在籍する
生徒の活動を保障するために、統廃合完了前の2年間に限り合同チームを組んで全
国高等学校総合体育大会に参加することを認める。

同一競技において、選手が単独チームと合同チームの両方から大会に出場すること
はできない。

ただし、都道府県高体連で協議・検討したうえで、所定の申請書を全国高体連に提
出し承認を得なければならない。

(全国高等学校体育連盟 令和6年4月1日 一部改正)

学校の統廃合とは、以下の①、②の両方を満たすものをいう。

当該校に在籍する生徒の活動を保障するために、統廃合完了前の2年間に限り合同チームを編
成し、別紙「合同チームの編成及び申請方法について」(本専門部)に定めるとおり大会に参
加することを認める。

5名以下 6名以上 5名以下

1 ○ ○

編成条件

統廃合校

Aチーム Bチーム

6名以上

2 ○ ○

3 ○ ○

統廃合完了後も直前の大会のシードを継続することができる。


